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浦臼町議会第１回臨時会 

 

令和７年１月２９日（水曜日） 

 

○議事日程 

１           会議録署名議員の指名 

２           会期の決定 

３  承認第１号    専決処分した事件の承認について［令和６年度浦臼町一般会計補正予

算（第１０号）］ 

４  議案第１号    令和６年度浦臼町一般会計補正予算（第１１号） 

 

○出席議員(８名) 

議 長 ８番 小 松 正 年 君 副議長 ７番 柴 田 典 男 君 

 １番 砂 場   明 君  ２番 土 屋 慎 一 君 

 ３番 髙 田 英 利 君  ４番 野 崎 敬 恭 君 

 ５番 中 川 清 美 君  ６番 静 川 広 巳 君 

 

○欠席議員(０名) 

 

○出席説明員 

町 長  川  畑  智  昭  君 

副 町 長  石  原  正  伸  君 

教 育 長  河  本  浩  昭  君 

総 務 課 長  城  宝  睦  己  君 

総 務 課 主 幹  安  田  良  弘  君 

総 務 課 主 幹  早  坂  隆  広  君 

住 民 課 長  明 日 見  将  幸  君 

住 民 課 主 幹  國  田  幹  夫  君 

福 祉 課 長  齊  藤  淑  恵  君 

福 祉 課 主 幹  粟  野  敏  朗  君 

産 業 課 長  馬  狩  範  一  君 

産 業 課 主 幹  山  﨑     哲  君 

建 設 課 長  上  嶋  俊  文  君 
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会 計 管 理 者  中  田  帯  刀  君 

教 育 委 員 会 事 務 局 長  横  井  正  樹  君 

代 表 監 査 委 員  笹  木  政  廣  君 

 

 

○出席事務局職員 

局 長  國  田  朋  子  君 

書 記  藤  澤  翔 太 郎  君 
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                                             開会  午前１０時００分 

    ◎開会の宣言 

○議長（小松正年君） 

 本日の出席議員は８名です。定足数に達しておりますので、令和７年第１回浦臼町議会臨時会

を開会します。 

 

    ◎開議の宣告 

○議長（小松正年君） 

 ただちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布してあります日程表に基づき、順を追って進めてまいります

ので、よろしくお願いいたします。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小松正年君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を会議規則第１１８条の規定により、議長において、２番 

土屋議員、３番 髙田議員を指名します。 

 

    ◎日程第２ 会期の決定 

○議長（小松正年君） 

 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１日限りとすることにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と言う人あり］ 

○議長（小松正年君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日限りと決定しました。 

 

    ◎日程第３ 承認第１号 

○議長（小松正年君） 

 日程第３、承認第１号 専決処分した事件の承認についてを議題とします。 

 専決処分の内容について説明を求めます。 

○総務課主幹（安田良弘君） 

議長。 

○議長（小松正年君） 

安田主幹。 
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〇総務課主幹（安田良弘君） 

 それでは、議案書の３ページをお開きください。 

 承認第１号 専決処分した事件の承認について。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処

分したので報告し、承認を求める。 

 令和７年１月２９日提出 

 浦臼町長 川畑智昭 

 次のページをお開きください。 

 専決処分書。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、次のとおり専決処

分する。 

 専決事項 令和６年度浦臼町一般会計補正予算（第１０号）。 

 令和７年１月６日 

 浦臼町長 川畑智昭 

 一般会計補正予算（第１０号）につきまして予算書にてご説明を申し上げます。予算書のご用

意をお願いいたします。 

 承認第１号 令和６年度浦臼町一般会計補正予算（第１０号）。 

 令和６年度浦臼町一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億１，９５４万２，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億９，７６０万７，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 令和７年１月６日 

 北海道浦臼町長 川畑智昭 

 歳入歳出予算の補正につきまして、まず歳出よりご説明申し上げます。８ページをお開きくだ

さい。 

 ２款総務費、１項２目財政管理費、補正額３，０００万円の追加でございます。２４節積立金

におきまして、ふるさと浦臼応援寄付金の伸長に伴い、ふるさと浦臼応援基金への積立金を追加

計上するものでございます。 

８目諸費、補正額８，０６６万５，０００円の追加でございます。各節におきまして、ふるさ

と浦臼応援寄付金の伸長に伴い、当町特産品等の記念品贈呈に係る経費及び寄付受領に係る経費

を追加計上するものでございます。 

 ９目地方創生事業費、補正額８８７万７，０００円の追加でございます。１８節負担金補助及

び交付金におきまして、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るため、所要
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額を計上するものでございます。住民税非課税世帯に対しまして１世帯あたり３万円を給付する

事業でございます。想定対象世帯は２６２世帯で、事業費は７８６万円を計上するものでござい

ます。また、対象世帯の世帯員である１８歳以下の児童１人当たり２万円の加算金を給付するも

ので、想定対象児童数は１６人、事業費は３２万円を計上するものでございます。なお、１節報

酬から１１節役務費につきましては、当事業の執行に係る事務費でございます。財源につきまし

ては地方創生臨時交付金を活用するものでございますが、国による実施計画の承認後に補正対応

することとし、当補正予算案におきましては一般財源による予算計上としているものでございま

す。 

 以上が歳出についてのご説明でございます。 

 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。６ページをお開きください。 

 １７款寄付金、１項２目ふるさと応援寄付金、補正額３，０００万円の追加でございます。歳

出におきましてご説明いたしました、ふるさと浦臼応援寄付金の伸長に伴い増額するものでござ

います。 

２１款繰入金、１項１目基本財産繰入金、補正額８，９５４万２，０００円の追加でございま

す。財源調整に伴い財政調整基金からの繰入れを８８７万７，０００円、ふるさと浦臼応援寄付

金の伸長に伴い当町特産品等の記念品贈呈に係る経費及び寄付受領に係る経費に、ふるさと浦臼

応援基金からの繰入れ８，０６６万５，０００円を行うものでございます。 

 歳入合計、歳出と同額の１億１，９５４万２，０００円の追加となってございます。 

 以上が、承認第１号 令和６年度浦臼町一般会計補正予算（第１０号）の内容でございます。 

 ご審議いただき、承認賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（小松正年君） 

 これより、質疑を行います。歳入歳出一括して質疑を受けます。 

質疑ありませんか。 

 静川議員。 

○６番（静川広巳君） 

 低所得者世帯の支援について、低所得者の世帯数が２６２世帯で子どもが１６人ですが、差し

支えがなければ１６人というのは世帯数で表すと何世帯になるのでしょうか。 

○議長（小松正年君） 

國田主幹。 

〇住民課主幹（國田幹夫君） 

ただいまの質問にお答えいたします。子どもにつきましては、対象人数が１６人、世帯にしま

すと１３世帯という見込みで算定をしている次第でございます。 

以上です。 

○議長（小松正年君） 
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 ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議長（小松正年君） 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議長（小松正年君） 

 これをもって、討論を終わります。 

 これより、承認第１号を採決します。 

 本件を、承認することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（小松正年君） 

 起立全員です。 

 したがって、承認第１号 専決処分した事件の承認については、承認することに決定しまし

た。 

 

◎日程第４ 議案第１号 

○議長（小松正年君） 

 日程第４、議案第１号 令和６年度浦臼町一般会計補正予算（第１１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○総務課主幹（安田良弘君） 

 議長。 

○議長（小松正年君） 

 安田主幹。 

〇総務課主幹（安田良弘君） 

 それでは、補正予算書（第１１号）のご用意をお願いいたします。 

 議案第１号 令和６年度浦臼町一般会計補正予算（第１１号）。 

令和６年度浦臼町一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところによる。 

（債務負担行為の補正） 

第１条 債務負担行為の追加は、「第１表債務負担行為補正」による。 

令和７年１月２９日提出 

北海道浦臼町長 川畑智昭 

第１表債務負担行為補正についてご説明いたしますので、２ページをお開きください。 

１、追加でございます。事項、自然休養村センター管理運営業務委託料、期間は令和６年度か

ら令和７年度まで、限度額は１，８７０万円でございます。令和７年度当初から業務の履行を可
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能とする必要があるため追加するものでございます。 

以上が、議案第１号 令和６年度浦臼町一般会計補正予算（第１１号）の内容でございます。 

ご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（小松正年君） 

 これより、質疑を行います。歳入歳出一括して質疑を受けます。 

質疑ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議長（小松正年君） 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と言う人あり］ 

○議長（小松正年君） 

 これをもって、討論を終わります。 

 これより、議案第１号を採決します。 

 本案を、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（小松正年君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第１号 令和６年度浦臼町一般会計補正予算（第１１号）は、原案のとおり

可決されました。 

 

    ◎閉会の宣告 

○議長（小松正年君） 

これをもって、本議会に付議された案件の審議は全部終了しました。 

 したがいまして、令和７年第１回浦臼町議会臨時会を閉会いたします。 

大変ご苦労さまでした。 

                                             閉会  午前１０時１１分 


